
船舶事故等調査報告書 

平成２７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４仙第１０５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年６月１７日 １６時００分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市岩井埼北方沖 

 岩井埼灯台から真方位０１４°７３０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５０.０９′ 東経１４１°３６.３２′） 

事故等調査の経過  平成２６年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 J F
ジェイエフ

第五十七千
ち

鳥
どり

丸、９.７トン 

 ＭＧ２－６１４９（漁船登録番号）、宮城県北部施設保有漁業協同

組合 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キールに亀裂 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、気仙沼市気仙沼

港から同市赤
あか

牛
うし

漁港に向けて岩井埼北方沖を南東進していた。 

船長は、霧で視程が約２０ｍとなった状況下、操舵室上部で手動操

舵による操船に当たり、気仙沼西湾第３号灯浮標を右舷側に見て通過

した後、操舵室上部からは見えにくい位置にある同室下部のレーダー

及びＧＰＳプロッターを交互に見て船位を確認しようとしていたとこ

ろ、平成２６年６月１７日１６時００分ごろ船底に衝撃を感じ、岩井

埼北方沖の暗岩に乗り揚げたことを知った。 

本船は、自力離礁ができなかったので、船長が携帯電話で僚船に救

援を求め、来援した僚船に引き出された後、自力で航行して気仙沼港

に戻った。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南東、風速 約３m/s、視界 不良 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 気仙沼市には、本事故当時、濃霧注意報が発表されていた。 

 その他の事項  船長は、気仙沼西湾第３号灯浮標を通過した後、本船の針路が右に

転じて岩井埼北方沖の暗岩に向かった理由が分からなかった。 

 船長は、操舵室上部から同室下部にあるレーダー及びＧＰＳプロッ

ターを見る際は、頭を下げて下をのぞき込むような姿勢をとってい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

あり 

本船は、霧で視界不良となった岩井埼北方沖を南東進中、船長が、

船位の確認を適切に行っていなかったことから、岩井埼北方沖の暗岩

に向けて航行していることに気付かず、同暗岩に乗り揚げたものと考

えられる。 

船長は、操舵室上部からは見えにくい位置にある同室下部のレーダ

ー及びＧＰＳプロッターで船位を確認しようとしていたことから、船

位の確認が適切に行えなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、霧で視界不良となった岩井埼北方沖を南東進

中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、岩井埼北方

沖の暗岩に向けて航行していることに気付かず、同暗岩に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航海計器は、操舵位置から見えやすい場所に配置することが望ま

しい。 

 


